
「相互会社」は、ご契約者同士が助け合う相互扶助の考え方にもとづく会社形態です。相互会社では、有配当保険の

ご契約者が保険加入と同時に会社の構成員である「社員」となります。

当社は、相互会社制度を通じ、“「社員」の皆様の声にもとづく経営”を行うとともに、生命保険会社として、お客様に対する

長期にわたる保障責任を全うし続けるため、経営の適正性の確保および透明性の向上に資するコーポレートガバナンス

体制を構築し、その継続的な発展に努めています。

選任

ニッセイ懇話会 社員投票（総代選出）

監査役室
経営会議

社長

各担当取締役

業務執行組織

執行役員 執行役員 執行役員
内部監査

会
計
監
査

監
査
役
監
査

監査部

総代候補者選考委員会

総代会

各種委員会

総代懇談会

会計監査人

監査役会

評議員会

参加
ご意見・ご要望

ご意見・ご要望
諮問

諮問

答申

答申

答申

諮問

選任

選考

取締役会

社外取締役
社外取締役委員会

監査役

社外監査役

社員（有配当保険のご契約者）

相互会社とは

生命保険会社は、保険業法により、「株式会社」または「相互会社」のいずれかの会社形態をとることが定められています。

相互会社は保険業に固有の会社形態であり、相互扶助の考え方にもとづき、有配当保険のご契約者が保険加入と同時に会社の

構成員である「社員」となる社団法人です。

当社は、相互会社の会社形態をとっています。

当社が相互会社という会社形態をとる具体的な理由は、次の二点です。
● ご契約者の利益を優先し最大化するという経営方針に、相互会社の剰余金分配の仕組（株式会社における株主配当を考慮する

必要がなく、剰余金の大半を有配当保険のご契約者への配当とする）が一致するからです。

● 生命保険会社は、ご契約者に対して確実に保険金・給付金等をお支払いするために、長期にわたり財務の健全性を維持し、

また、安定的な剰余をあげる責任があり、長期的に安定的な経営を行うには、相互会社形態が適していると考えるからです。

なお、株式会社とよく比較されるポイントである「資本調達の自由度」については、基金の公募証券化による調達等を継続的に

行ってきた結果、2017年度末の基金の総額（基金および基金償却積立金）は1兆3,500億円となっています。また、「会社経営の

透明性」については、コーポレートガバナンスの充実（P88参照）や、「お客様の声」を経営にいかす取組（P63参照）、更には、決算

説明会やホームページを通じた情報発信等に努めています。

【相互会社運営・コーポレートガバナンス体制図】

相互会社運営・コーポレートガバナンス体制の構築
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相互会社制度を通じた「社員」の皆様の声にもとづく経営

● 経営について
諮問し、ご意見を
いただく

● 結果を総代会
にて報告

評議員会
（P86参照）

声への具体対応
「社員」の皆様の声

日本生命

1～3月
ニッセイ懇話会（P86参照）
● 1975年から全国各地にて、毎年
開催（延べ9.7万名参加）

● 「社員」へ会社の取組を報告する
とともに、幅広い声をうかがう

● 総代から「社員」へ、総代（懇談）会
開催結果をフィードバック

12月
総代懇談会（P82参照）

● 1962年から、日本生命独自の
取組として毎年開催

● 上半期業績、経営課題への対応
を報告

● 総代会に加えて、幅広いご意見・
ご要望をうかがう

７月
総代会（P82参照）

● 法令、定款上の議決機関
　（経営に関する重要事項の審議と決議）
● ニッセイ懇話会開催結果を報告
● 幅広いご意見・ご要望をうかがう

当社は、相互会社として「社員（有配当保険のご契約者）」の皆様の利益の優先・最大化に資するため、総代会、総代懇談会

およびニッセイ懇話会の運営その他の取組を通じ、“「社員」の皆様の声にもとづく経営”を行っています。

保険会社における相互会社と株式会社の主な相違点

株式会社

会社法

営利を目的とする社団法人

株主
※ 株式を取得することにより株主となる

株主総会

根拠法

性質

構成員

意思決定機関

配当のイメージ

※ ここで示しているものは、配当の仕組
について説明するためのイメージ
であり、金額の多寡や有利不利を
説明したものではありません。

相互会社

保険業法

営利も公益も目的としない中間的な社団法人

社員
※ 保険加入と同時に有配当保険のご契約者が社員となる

社員総会（総代会）

剰余金

社員総会（総代会）での剰余金
処分決議により実施

⇒社員へ

社員配当

剰余金

取締役会での決議により
損益計算書の「契約者配当
準備金繰入額」に計上

株主総会での
剰余金配当
決議等により
実施

⇒有配当保険の
ご契約者へ

⇒株主へ

契約者配当

株主配当

お客様
「社員」

総代（P83参照）
「社員」の代表として、

多様な視点から経営をチェック

相互会社運営
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総代会は、社員総会に代わるべき機関として設置され、社員の中から選出された総代により構成されます。これは、株式

会社における株主総会に相当する位置付けにあり、経営に関する重要事項（定款の変更、剰余金の処分、取締役・監査役

の選任等）の審議と決議を行います。

総代懇談会は、総代による経営チェック態勢をより充実させるため、総代へ上半期業績や経営課題への対応を報告し、

幅広いご意見・ご要望をおうかがいする場として、1962年から当社独自の取組として毎年開催しています。

※  総代懇談会の開催結果は、ホームページにてご覧いただけます。

● ニチイ学館と協働での企業主導型保育所について、地方企業がこの取組に参画することができれば、地方創生の支援にもつな
がると思う。

● 女性の就業継続に向けた取組が広がる中で、子どものいない人に仕事のしわよせがいっていると聞くが、日本生命では子ども
のいない人にとっても働きやすい環境づくりをしているのか。

● 骨折予防のための投薬等、予防的治療を受けている方が生命保険に加入し難い例もあると聞いた。最新の予防医療等に沿った
審査を実現してほしい。

● 将来有望なビジネスモデルを世に問ういわゆるスタートアップ企業に対する、日本生命の現在の取組と将来の計画を教えてほしい。
● 出生率がなかなか上昇しないことは、生命保険業界や日本全体にとって課題だと思うが、日本生命はどのように考えているのか。
● 海外展開を積極的に進めているようだが、そのスピード感や経営資源の配分についてどのように考えているのか。
● 海外展開の加速により、グローバルな資産運用力の強化は進んでいると思うが、海外の保険事業についてはどのように評価してい
るのか。また、今後の戦略は。

● 米国の保険マーケットについてはどのように考えているのか。
● 低金利環境の継続に加え、政府では確定拠出年金の運用商品数を制限する動きもあることから、海外の事例もふまえ、企業年金
の商品魅力を高めていくことが重要になってくるのではないか。

● 就業不能保険は良い商品だと思うが、大災害の場合には免責条項が適用されるのか。
● 日本の社会的課題である高齢化に向き合っていくことは重要だと思う。生命保険会社の社会的使命を果たすべく、高齢者が病気
にならずに元気に働けるような取組にも注力していってほしい。

● 昨年から始まったストレスチェックで「高ストレス者」とされた従業員に対して、具体的にどのような対応を行っているのか。

2017年度総代懇談会（2017年12月5日）当日のご意見から

社員は、総代会を傍聴することができます。申込方法は、毎年5～6月に当社の各店頭に

掲示するポスター、ホームページにてお知らせしています。

総代会傍聴制度

第71回定時総代会

http://www.nissay.co.jp/kaisha/annai/sogo/sodaikai/

総代会

総代懇談会
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総代候補者選考基準
1. 資格要件
 （1）当社の社員（有配当保険のご契約者）であること
 （2）他社の総代に就任していないこと
2. 適格基準
 （1）生命保険事業および当社経営に深い関心を持ち、

総代として相応しい見識を有していること
 （2）総代会等への出席等、総代としての十分な活動が

期待できること
 （3）社員全体の利益の増進を図るため、総代会等の場

で公正な判断等を行い、また、必要に応じ、当社経
営への提言やチェックを行うことが可能なこと

3. 選考の視点
 総代の社員代表機能と経営チェック機能を重視する
観点に立ち、幅広い層からの選出を行う。

 （1）社員代表機能の面では、地域・年齢・性別等のバラ
ンスに配意した人選を行う。

 （2）経営チェック機能の面では、職業あるいは専門性
等にも配意しつつ、経営的視点・消費者的視点・専
門的視点等、多様な視点から当社経営への提言
やチェックをいただけるよう人選を行う。

総代候補者選考委員選考基準
1. 生命保険事業および相互会社運営について深い関心
と理解を持ち、選考委員として相応しい見識を有して
いること

2. 公正・公平な観点から総代候補者を選考し、社員投
票の管理を行うことができること

社員投票の時期
2年に一度、8～9月にかけて実施しています。2018年
度は社員投票の実施年度にあたります（投票書類を全
社員に送付します）。

定款の定めにより、総代の任期は4年（重任限度は通算8年）、定数は現在200名とされています。

総代は、社員を代表し、多様な視点から経営のチェックを行うため、全国各地より、職業・年齢等の面で幅広く選出されています。

また、総代は、実際に総代会へ出席し、実質的な審議を行うことが求められています。

当社の総代の定数は、こうした観点から、適正な水準にあるものと考えています。

総代（総代の一覧についてはP112～113参照）

総代の選出にあたっては、総代会に社員の総意を適正に

反映させる観点より、約961万名の社員の中から、特定の

社員の利益に偏ることなく、社員全体の利益を代表しうる方

を選出することが求められています。このため、総代候補者選

考委員会が総代候補者を推薦し、その候補者に対して社員

の意思を直接反映できるよう、社員投票を実施する方式を

採用しています。

毎年、「ニッセイ懇話会」（P86参照）において、社員の皆様

から経営に対する様々なご意見・ご要望をおうかがいして

おり、これに出席いただいた社員の皆様からも総代が選出

されています。総代になることを希望する社員が、総代候補

者に直接選考されうる方法は採用していませんが、ニッセイ

懇話会に参加いただいた方からの選出を積極的に行うこと

で、選出方法の多様化を図ってまいります。

総代の選出

総代候補者選考委員会は、社員（有配当保険のご契約

者）の中から総代会で選任された選考委員で構成され、

総代候補者の選考基準を定め、社員の幅広い層から候補者

を選考します。総代候補者選考委員会は、会社からの独立性

を確保し、候補者選考過程における公正の確保、透明性の

向上に努めています。

◎総代候補者選考委員会

総代候補者選考委員会で選考された個々の総代候補者

について、全社員による社員投票を行います。個々の候補

者に対する不信任投票の数が、社員総数の10%に達しない

場合は、これらの候補者が総代として選出されます。

◎社員投票

総代とその選出
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2018年7月3日に、大阪市北区中之島五丁目3番68号、リーガロイヤルホテルにおいて、第71回定時総代会を開催しました。

当日は、187名の総代にご出席いただき（委任状による出席を含めて200名）、報告事項について説明した後、決議事項の

審議を行いました。

総代会中、総代の方々から様々なご意見・ご質問をいただきました。

また、総代会の模様は、47名の社員（有配当保険のご契約者）の方々にも傍聴いただきました。

質疑応答の主な内容
Ｑ

A

海外保険事業への積極的な取組を高く評価している。今後の海外保険事業強化の基本方針とリスク管理について、教えてほしい。

●中期経営計画では、2020年のグループ事業純利益の目標
を700億円としており、その中で海外事業が担う役割は非常
に重要と考えている。同時に、現在、6カ国で保険事業を展開
しているが、投資や収益の規模からして、現在の当社の海外
事業は、いまだ取組の初期段階にあるとも認識している。

●海外事業の基本スタンスとしては、いかなる環境変化の中でも
ご契約者利益の増大・最大化を図るという相互会社の使命を
果たすべく、理念を共有できる現地パートナーや経営陣との
信頼構築、地域や投資タイミングの分散による安定収益の
確保、出資先と当社・グループ各社とのシナジー創出の3点
を重視している。

●今後の海外事業強化の方針については、まず既存出資先の業績
伸長が最優先であり、現地パートナーのリソース活用やノウハウ
の相互活用により、グループ全体でのシナジー創出を加速させて
いく。また、新規出資についても、引続き慎重かつ選択的に検討
していく。国内とは異なる成長機会の獲得、あるいは安定した

収益基盤の確保や新たな収益・ノウハウ等の取込みといった
観点から、中長期にわたる持続的な成長を目指していく。

●次に、リスク管理については、まず、当社全体の健全性確保
の観点から、海外事業が与えるリスクの現状や中長期的な
見通しを確認している。

●加えて、出資の前には、会計・税務・法務等の社外専門家と
密に連携のうえ、事業内容を精査し、適正価格での投資を
実行している。

●出資後は、各社の経営・リスク管理体制をベースにしつつ、
当社から取締役や駐在員を派遣し、業務執行状況やリスク
予兆の早期把握に努めている。また、異常事象等が発生した
場合には、迅速に当社へ報告がなされる体制も整備している。
更に、当社経営会議の諮問機関である「海外保険委員会」や
「リスク管理委員会」において、定期的に各社の運営状況を
モニタリングしている。

報告事項

● 2017年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、
基金等変動計算書、連結貸借対照表、
連結損益計算書および連結基金等変動計算書報告の件

● 評議員会に対する諮問事項および
ニッセイ懇話会開催結果報告の件

決議事項

● 2017年度剰余金処分案承認の件
● 2017年度決算に基づく社員配当金割当の件
● 取締役12名選任の件
● 監査役1名選任の件
● 退任取締役に対する慰労金贈呈の件

その他のご意見・ご質問

●昨今ガバナンス強化の流れが進んでいるが、今後、新社長と
して、総代会との向合い方や接し方について、どのように
考えているか。

●営業職員による契約内容の確認はぜひ継続いただきたいが、
収益の観点もふまえ、今後どのように効率性を向上させていく
のか。また、営業職員によって対応に差があるが、人材確保
と育成を今後どのように改善していくのか。

●保険料等収入が減少している中、事業費が増加している
が、事業費の増加理由や今後の削減方針について教えて
ほしい。

●保険加入のインセンティブや自助を促す観点から、生命保険
の税制面のメリットについては、拡充に向けた働きかけや周知
が重要と考えるが、どのように取組んでいるか。

●健診データやAI等の活用による契約者別の保険料設定に
ついて、公平性の観点から、どのように考えているか。

●全国の職員に対し、コンプライアンスに関する意識啓発や
教育に、どのように取組んでいるか。特に内部通報制度の
実効性について教えてほしい。

●ハラスメントの防止等、管理職等による部下の指導について、
どのような取組を行っているか。

第71回定時総代会の開催概要
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Ｑ

A

約款やご契約のしおりをもっとわかりやすくしてほしい。

●約款やご契約のしおりのわかりやすさは重要なものと考えて
いる。一方で、お客様に正確かつ誤解のない情報をお伝え
することも大切であり、両者のバランスをふまえた記載にする
必要があると考えている。

●とりわけ、ご契約のしおりについては、約款の重要部分を平易
に説明するものであるため、正確性を担保しつつも、わかり
やすさ向上に向けて、様々な取組を行っている。

●具体的には、策定過程において、社内外の消費生活アドバイ
ザーや消費者団体と意見交換を行っており、また、記載上の
工夫として、表やイメージ図を多用し、視覚的に伝わるように
記載することや、お客様の関心が高い内容等を整理し適切な
情報量に絞るとともに、注意欄を設けて注意事項を目立つよう
記載すること等の取組を行っている。

●こうした取組の結果の一つとして、ご契約のしおり内の注意
喚起情報については、一般社団法人が開催するUCDAアワード
にて「情報のわかりやすさ賞」を受賞している。

●また、お客様のわかりやすさや利便性の向上に向けては、
ホームページやコールセンター等を活用し、より簡易に必要
な情報へアクセスすることを可能とする取組も重要であると
考えている。

●ホームページでは、近年、商品内容をご説明するコンテンツや
AI等を活用した検索機能の充実化を図っている。また、
コールセンターでは、昨年からご高齢のお客様専用ダイヤル
を設置しており、よりわかりやすく丁寧な応対を進めている。
今後も、わかりやすさ向上に向け、一層の努力を続けていく。

Ｑ

A

先般の大阪北部での地震において、保険料の払込猶予期間の延長や保険金等の簡易迅速な支払いを行っているようだが、
ほかに何か行っているか。また、被災した契約者への連絡については、会社としてどの程度取組んでいたのか。

●地震等の大災害発生時には、被害やお客様の状況等に応じて
特別対応を行うこととしており、今回の地震では、保険料払込
期間の猶予や保険金等を簡易迅速にお支払いする取扱いを
行っている。

●なお、東日本大震災の際には、上記の対応に加えて、契約者貸付
の利率引下げやコールセンターの受付時間延長等も行った。

●特別対応については、災害の状況等に応じて、その都度、
ご契約者の立場に立った対応を機動的かつ柔軟に行って
いくことが基本であり、今後もその趣旨にもとづいた対応を
行ってまいりたい。

●ご契約者への連絡という点では、当社は「ご契約内容確認
活動」として、年に1回お客様への訪問活動を行っており、
大災害が起こった場合には、担当職員がお客様の安否確認
も含めたお見舞い活動を実施している。

●今回の地震についても、被害の大きい地域を担当する支社で、
安否確認やお見舞い活動を行っており、とりわけ、水道、ガス等

のライフラインが停止した地域では、お客様の被害状況に
応じて、水やタオル、ガスコンロ等のお届けも行っている。

●一方、担当職員自身が被災している場合もあり、全てのお客様
への迅速なご連絡がなかなかできておらず、その点はご理解
いただきたい。実際、最も被害が大きい地域を担当する茨木
支社では、地震発生当日に出社できた職員の割合は約3割
程度であった。

●また、損害保険領域でも、被災した地域のお客様が加入されて
いる1万件を超える地震保険について、お客様お一人おひとり
の被害状況の確認と保険金請求のご案内を進めている。実際
に保険金をお受取りいただけるお客様の数は、熊本地震の
ときよりも多くなる見通しである。

●生命保険会社として保障責任を全うするためにも、お客様
お一人おひとりを大切に、そしてお客様に寄り添う活動に丁寧に
取組んでまいりたい。

※ その他のご意見・ご質問に関する回答につきましてはP235～P240にてご覧いただけます。また、総代会の議事録や議事要旨（質疑応答の要旨）は、ホームページにてご覧いただけます。

●社会貢献活動として行っている「ニッセイ名作シリーズ」は、
若い人の生きる力を育むものであり、今後もぜひ続けてほしい。

●先般、今後プラチナフェニックスの税務取扱いが変更される
可能性があるとの報道があったが、これを受けた将来の販売
業績の見通しは。また、こうした不確定なリスクに対してどの
ような対応を考えているか。

●地球温暖化防止に向け、ESG投融資、とりわけ石炭火力発電
事業への投融資の方向性について、どのように考えているか。

●新社長としての経営の舵取りについて、「守るべきもの」、
「変えるべきもの」、「新たに加えるべきもの」の3つの観点から
教えてほしい。

●RPAを早い段階から経営に導入しているようだが、現在の業務
のデジタル化の状況は。また、それが職員の働き方をどのように
変えていくか。

●かねてより若年層の保険離れが問題となっているが、日本生命
は若年層の顧客を獲得できているか。また、今後どのようにして
若年層の顧客を獲得していくのか。
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ニッセイ懇話会は、広く全国各地のご契約者に、当社の

事業活動を説明し、経営全般や商品・サービス等に関する

ご意見・ご要望をおうかがいする場として、1975年から

毎年開催しています。

主なご意見・ご要望とその対応（P87参照）は、総代会

や評議員会に報告しています。また、総代や当社役員も

多数出席し、ニッセイ懇話会と総代会および総代懇談会

との相互の連動性を高める取組も続けています。

※ ニッセイ懇話会の開催は、ホームページ、支社等へのポスター掲示や営業職員を
通じてお客様へお渡ししている情報提供冊子等で案内し、幅広くご出席者を募集して
います。

【 ご出席者の構成 】

60歳～
39.7％

50～59歳
27.3％

～39歳
10.5％

40～49歳
22.5％

会社役員
3.9％

その他
16.1％

主婦
9.6％

自営業者
49.3％

会社員
21.0％

●　年齢別 ●　職業別

2018年1～3月に支社等の全国104会場で開催し、総代154名、ご契約者等2,246名にご出席いただき、5,876件

のご意見・ご要望をいただきました。2017年度上半期業績、お客様の声にもとづく商品・サービスの改善取組等について、

ビデオ等を使い、わかりやすい説明に努めました。席上でのご意見・ご要望は社内各部で検討し、経営に反映するよう努め

ています。

ニッセイ懇話会（さいたま支社）

2017年度ニッセイ懇話会の開催状況

【 ご意見・ご要望の内訳 】

商品・サービス
33.3％

営業ネットワーク
28.9％

情報発信
9.4％

事務手続
7.7％

経営全般
10.9％

資産運用・健全性
4.2％

社会貢献活動
5.6％

※  ニッセイ懇話会の開催結果は、ホームページにてご覧いただけます。

評議員会は、経営の適正を期するための経営諮問機関です。評議員は、社員または学識経験者の中から総代会で

選任され、諮問を受けた事項または経営上の重要事項について意見を述べるほか、社員からいただいた会社経営に関する

ご意見を審議します。これらの結果は、総代会の場で報告しています。

※  上記のほか、ニッセイ懇話会に参加してのご感想等が672件ありました。

ニッセイ懇話会

評議員会
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ニッセイ懇話会における主なご意見・ご要望と当社の対応

その他のご意見・ご要望

Ｑ

Ａ

●当社商品をご評価いただき、誠にありがとうございます。

●厚生労働省の統計によると、障害年金の受給者数は約10年間
で30万人程度増加し、2012年度時点でおよそ200万人と
なっており、長期にわたり就業不能となるケースが増加して
います。

●また、重い病気やケガ等の「もしものとき」には、たとえ障害年金
等の公的保障を受給できたとしても、健康時の収入を維持する
ことは難しく、更に、治療費に加えて家事・育児代行費等の
支出が増え、生活費が不足する可能性があります。

●このような状況を背景に、入院や在宅療養等の所定の就業不
能状態になられたときに、月々の生活費のサポートとして毎月

給付金をお受取りいただくことができる「就業不能保険（無解
約払戻金）“もしものときの…生活費”」を開発しました。

●近年発売されている就業不能保険は、保障対象を特定の疾病
や要介護状態等に限定し、精神障害を保障対象外とすることが
多い一方、当商品はこのような限定を極力行わず、精神・神経
疾患を含む幅広い状態を保障しています。

●また、加入条件につきましては、現在55歳を上限としております
が、就業者に占める高齢者の割合が増加している状況等も
見据え、対応を検討してまいります。

●今後も引続き、お客様ニーズにきめ細かくお応えできるよう、
取組んでまいります。

Ｑ AI等の先端ITを今後どのように活用していくのか。

Ａ

●生命保険事業では、お客様の契約内容をはじめ多岐にわたる
情報を長期間管理することが必要であり、お客様サービスと
経営効率を向上するためにIT活用は極めて重要な課題である
と考えています。

●これまでも業界に先駆けて保険手続のペーパーレス化を導入
する等、ITを活用したお客様サービスや業務効率化について、
お客様や社会に受入れられるかどうかも考慮しつつ、積極的
に取組んでまいりました。

●こうした中、フィンテックや人工知能等、技術革新の進展を
ふまえ、当社では、先端IT活用を2017年度からの中期経営
計画の取組の柱の1つとして位置付け、お客様の利便性向上
や業務効率化等に向け、積極的に先端ITの活用に取組んで
います。

●具体的な取組事例として、事務処理を行うオペレータの作業
を、パソコン上の仮想ロボットが自動的に処理する「ロボ
ティック・プロセス・オートメーション」（通称RPA）により、銀行
窓口販売や企業保険の事務部門で要員の効率化を実現しま
した。この取組は、「日生ロボ美」と名付ける等の、ロボが職場

の一員と認識されるような工夫が評価され、公益社団法人
企業情報化協会が主催する「平成29年度（第35回）IT賞」
において、ITマネジメント賞を受賞しています。

●その他、オフィシャルホームページ上でのAIを活用した会話
形式での照会回答サービス、AIによるビッグデータ分析と大阪
大学との共同研究を通じた引受範囲の拡大、音声認識を活用
した認知症予防サービス等を開始し、また、AI等の先端技術
を取込んだ営業職員用新携帯端末を2019年4月に導入する
等、子会社であるニッセイ情報テクノロジー株式会社とも協力
しつつ、様々な業務に対し先端ITを活用する取組を進めて
います。

●また、2018年3月に新設した「イノベーション開発室」を軸と
して、先端IT等を用いたイノベーション関連の情報収集や
他業態企業との連携を進めるとともに、これらを通じた新規
事業の開発にも取組んでまいります。

●今後も積極的な先端ITの活用と、既存の業務フローやルール
の見直しを行うことを通じて、お客様サービスの向上、業務の
効率化、生産性の向上に努めてまいります。

【商品・サービス・営業ネットワーク等】
●人生100年時代に対応した高齢者でも加入できる商品を充実して
ほしい。

●「プラチナフェニックス」は経営者にとって非常に良い商品だ。
今後もこうした商品の開発を期待する。

●「企業主導型保育所」の取組はすばらしい。待機児童の多い地域へ
の展開をもっと進めていってほしい。

●健康をサポートするサービスや、健康状態に応じて保険料の割引や
還付が得られる商品をもっと提供してほしい。

●自分や親の介護をサポートするサービスを提供してほしい。
● IT化が進んでも、フェイス・トゥ・フェイスの活動は続けてほしい。
●営業職員のコンサルティング力を強化してほしい。
●保険の大切さを広めるため、企業の若手従業員向けのセミナーを
もっと実施してはどうか。

●インターネットでの保険販売は行わないのか。

●保険提案・加入時に渡される紙の資料が多すぎる。もっとペーパー
レス化・資料の削減を進めてほしい。

●生命保険に入っていない若い人が多い。若い人が保険に関心を
持つような情報発信、販売方法を考えてはどうか。

●ニッセイのＣＭは好感が持てるが、商品内容がわかりづらい。
もっと具体的に商品をアピールするＣＭを展開してはどうか。

【資産運用・健全性】
●低金利下でも運用収益を上げ、契約者への配当を充実してほしい。
●今後も高い健全性を維持してほしい。

【社会貢献活動】
●地域社会への貢献に、より一層力を入れて取組んでほしい。

【経営全般】 
●女性活躍に向けた取組を更に進めてほしい。

総代数、総代の選考方法をはじめ、相互会社運営に関するご意見・ご要望等がございましたら、以下の宛先まで、文書にてお寄せください。

〒100-8288　東京都千代田区丸の内1-6-6　日本生命保険相互会社　企画総務部

「もしものときの･･･生活費」は若年層も加入しやすい良い商品だ。もっと保障範囲や加入条件を広げてほしい。
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取締役会は、法令および定款その他の当社の定める規程にもとづき、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役

の職務の執行の監督等を行っています。

各取締役は、各々の経験および見識をいかし、取締役会の一員として取締役会の任務の遂行に参画しています。これに

加えて、各業務執行取締役は取締役会の委任にもとづき、各々の担当する業務分野における業務執行の決定および業務執行

を行っています。

取締役・取締役会の任務

取締役の選任
取締役候補者の選定基準を以下のとおりとしています。

上記の選定基準にもとづき、社外取締役委員会における審議を経て取締役会が取締役候補者を決定し、総代会の決議

により取締役を選任しています。

● 保険業法第8条の2に定める取締役の適格性を満たしていること。

● 社外取締役候補者については、企業経営者、学識経験者または法曹その他の専門家等として幅広い経験および見識を有していること。

● 社外取締役候補者以外の取締役候補者については、当社の経営に資する豊富な経験および実績を有していること。

＊1 「社外役員の独立性判断基準」は、ホームページにてご覧いただけます。

＊2 2018年7月3日現在の取締役の一覧を、Ｐ102～Ｐ107に掲載しています。

取締役会は、25名以内の取締役で構成し、当社の幅広い事業領域ならびに客観的な視点からの牽制および助言の

必要性にかんがみ、取締役会全体としての経験および見識の多様性を確保することとしています。また、取締役のうち2名

以上を、「社外役員の独立性判断基準」＊1にもとづく独立役員である社外取締役とすることとしています。

2018年7月3日現在、独立役員である社外取締役5名を含む21名の取締役＊2を選任しています。

取締役会の構成

当社は、監査役会設置会社を選択し、特定の業務分野を担当する取締役が全事業領域を分担し、かつ原則として特定の

業務分野を担当する取締役は執行役員を兼務することで、取締役会が執行現場の実情を直視した監督・意思決定機関とし

て機能することを確保するとともに、取締役会から独立し、かつ独任制の機関である監査役によって実効的な監査機能を確保

しています。

また、経営に対する客観的な視点からの牽制および助言を確保するため、社外監査役に加えて複数名の社外取締役を

選任しています。更に、その幅広い知見の経営への活用および経営の更なる透明性の確保の観点から、社外取締役委員会

を設置し、取締役会における監督機能および執行機能の高度化を図っています。

当社は、当社の定める経営基本理念に則り、生命保険会社としてお客様に対する長期にわたる保障責任を全うし続ける

ため、経営の適正性の確保および透明性の向上に資するコーポレートガバナンス体制を構築するとともに、その継続的な

発展に努めています。

当社は、上記のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および体制を定めることを目的として、「コーポレート

ガバナンス基本方針」（P90～P91参照）を定めています。当基本方針の中で、当社の機関構成の考え方ならびに取締

役・取締役会、社外取締役委員会および監査役・監査役会に関する事項等を規定しています。

http://www.nissay.co.jp/kaisha/csr/details/governance/pdf/dokuritsusei_handan.pdf

コーポレートガバナンス体制の構築

機関構成の考え方

取締役・取締役会
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＊ 2018年7月3日現在の監査役の一覧を、Ｐ104に掲載しています。

監査役・監査役会の任務

各監査役は、各々の経験および見識をいかし、独任制の機関として、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席

ならびに能動的・積極的な権限の行使等を通じ、取締役の職務の執行の監査を行っています。

監査役会は、監査役監査に関する基準、方針および計画の策定等を通じ、組織的かつ効率的な監査の実施に資すること

としています。

監査役の員数を6名以内とし、監査役全体として、当社の業務に関する知識・情報収集力ならびに監査に求められる

客観性および専門性を確保することとしています。また、監査役のうち半数以上を社外監査役とし、その2名以上を「社外

役員の独立性判断基準」にもとづく独立役員とすることとしています。

2018年7月3日現在、独立役員である社外監査役4名を含む6名の監査役＊を選任しています。

上記の選定基準にもとづき、社外取締役委員会における審議および監査役会の同意を経て取締役会が監査役候補

者を決定し、総代会の決議により監査役を選任しています。

監査役の構成

2015年6月から上場会社に適用された「コーポレートガバナンス・コード」は、実効的なコーポレートガバナンスの実現に

資する主要な原則を取りまとめたものと位置付けられ、また、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ること

が目的であるとされています。当社は、当コードの位置付けや目的が、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な

考え方に合致すると考えているため、コーポレートガバナンス体制の構築およびその継続的な発展に努めるうえで、相互会社

の特性等を考慮しつつ当コードの趣旨を尊重することが有効であると考えています。したがって、当コードのすべての原則

（相互会社に該当しないと考えられるものを除く）を実施し、その実施状況等を「コーポレートガバナンスに関する報告書＊」

において開示しています。

監査役の選任
監査役候補者の選定基準を以下のとおりとしています。

● 保険業法第8条の2に定める監査役の適格性を満たしていること。

● 社外監査役候補者については、企業経営者、学識経験者または法曹その他の専門家等として幅広い経験および見識を有していること。

● 社外監査役候補者以外の監査役候補者については、当社の業務に関する豊富な経験および実績を有していること。

社外取締役委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役、執行役員および監査役の選任等に関する事項、取締役およ

び執行役員の報酬等に関する事項ならびにその他の経営に関する重要事項について総合的見地から審議し、その結果を

取締役会に答申しています。これによって、役員の選任や報酬の決定のプロセスにおける透明性を高めるとともに、経営

計画、重要な投資案件、コーポレートガバナンス等の経営に関する重要事項を審議する際に、社外取締役の幅広い知見

を積極的に活用しています。

社外取締役委員会は、すべての社外取締役およびその他取締役会の決議によって選定された取締役から構成し、その

過半数および委員長を業務執行取締役以外の取締役とすることとしています。

2018年7月3日現在、社外取締役5名および会長・社長を社外取締役委員会の委員としています。

社外取締役委員会の任務

社外取締役委員会の構成

＊  「コーポレートガバナンスに関する報告書」は、ホームページにてご覧いただけます。

http://www.nissay.co.jp/kaisha/csr/details/governance/pdf/houkokusho.pdf

社外取締役委員会

監査役・監査役会

「コーポレートガバナンス・コード」への対応

89

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
お
よ
び
経
営
体
制
に
つ
い
て



制定　２０１５年１０月２１日

第Ⅰ章　　総則

第　１　条　（目　的）

 この基本方針は、日本生命保険相互会社（以下「当社」とい

う。）におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

および体制を定めることを目的とする。

第　２　条　（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）

１ 当社は、当社の定める経営基本理念に則り、生命保険会社と

してお客様に対する長期にわたる保障責任を全うし続けるた

め、経営の適正性の確保および透明性の向上に資するコーポ

レートガバナンス体制を構築するとともに、その継続的な発展

に努めることとする。

２ 当社は、この基本方針に基づく当社のコーポレートガバナン

スの状況を明らかにするため、「コーポレートガバナンスに関す

る報告書」を作成し公表することとする。

第　３　条　（改　廃）

 この基本方針の改廃は、取締役会の決議をもって行う。

第Ⅱ章　　機関構成の考え方

第　４　条　（機関構成の考え方）

１ 当社は、監査役会設置会社を選択し、特定の業務分野を担当

する取締役が全事業領域を分担する体制とすることで、取締役会

が執行現場の実情を直視した監督・意思決定機関として機能する

ことを確保するとともに、取締役会から独立し、かつ独任制の機関

である監査役によって実効的な監査機能を確保することとする。

２ 当社は、経営に対する客観的な視点からの牽制および助言を

確保するため、社外監査役に加えて複数名の社外取締役を選任

する。また、その幅広い知見の経営への活用および経営の更なる

透明性の確保の観点から、社外取締役委員会を設置し、取締役

会における監督機能および執行機能の高度化を図ることとする。

第Ⅲ章　　取締役および取締役会等

第　５　条　（取締役および取締役会の任務）

１ 取締役会は、法令および定款その他の当社の定める規程に基づ

き、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行の

監督等を行う。

２ 各取締役は、各々の経験および見識を活かし、取締役会の一

員として、前項に定める取締役会の任務の遂行に参画する。こ

れに加えて、各業務執行取締役は、取締役会の委任に基づき、

各々の担当する業務分野における業務執行の決定および業務

執行を行う。

第　６　条　（取締役会の構成）

 取締役会は、２５名以内の取締役から成り、当社の幅広い事業

領域ならびに客観的な視点からの牽制および助言の必要性に鑑

み、取締役会全体としての経験および見識の多様性を確保すること

とする。このうち２名以上を、別に定める「社外役員の独立性判

断基準」に基づく独立役員である社外取締役とする。

第　７　条　（取締役の選任）

１ 前条に定める取締役会の構成に基づく取締役候補者の選定

基準は、以下のとおりとする。

　（1） 保険業法第８条の２に定める取締役の適格性を満たし

ていること。

　（2） 社外取締役（保険業法に定める社外取締役の定義に該当

しない取締役で、実質的にそれと同等の性質を有すると

認められるものを含む。以下この項において同じ。）候補者

については、企業経営者、学識経験者または法曹その他の

専門家等として幅広い経験および見識を有していること。

　（3） 社外取締役候補者以外の取締役候補者については、当社

の経営に資する豊富な経験および実績を有していること。

２ 取締役候補者は、前項に定める選定基準に基づき、社外取締

役委員会における審議を経て取締役会が決定し、総代会の決

議を求める。

第　８　条　（取締役の任期）

１ 取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以

内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会

の終結の時までとする。

２ 当社は、取締役の再任可否を判断するに当たっては、前条第

１項に定める取締役候補者の選定基準に加え、当該取締役の

取締役としての貢献度、年齢および在任期間等を総合的に勘

案することとする。

第　９　条　（取締役の報酬等）

１ 取締役の報酬等（退任慰労金を除く。）は、総代会で定められ

た報酬限度額の範囲内で、各取締役の職務内容等を総合的に

勘案するとともに、当社の経営環境・業績等を踏まえた適切な

水準で支給することとする。また、取締役の退任慰労金は、総代会

決議に基づき、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で

支給することとする。

２ 取締役の報酬等は、前項に定める方針に基づき、かつ第三者

による国内企業経営者の報酬等に関する調査を踏まえ、社外取

締役委員会における審議を経て取締役会が決定する。

第　10　条　（取締役会の実効性評価）

 取締役会は、取締役会全体の実効性について定期的に分析

および評価を行い、その結果の概要を公表する。

第　11　条　（社外取締役委員会の任務）

 社外取締役委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役、

執行役員および監査役の選任等に関する事項、取締役および

コーポレートガバナンス基本方針
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執 行役員の報酬等に関する事項ならびにその他の経営に関す

る重要事項について総合的見地から審議し、その結果を取締

役会に答申する。

第　12　条　（社外取締役委員会の構成）

 社外取締役委員会は、すべての社外取締役およびその他取

締役会の決議によって選定された取締役から成り、その過半数

および委員長を業務執行取締役以外の取締役とする。

第Ⅳ章　　監査役および監査役会

第　13　条　（監査役および監査役会の任務）

１ 各監査役は、各々の経験および見識を活かし、独任制の機関

として、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席なら

びに能動的・積極的な権限の行使等を通じ、取締役の職務の執

行の監査を行う。

２ 監査役会は、監査役監査に関する基準、方針および計画の策定

等を通じ、組織的かつ効率的な監査の実施に資することとする。

第　14　条　（監査役の構成）

 監査役は、その員数を６名以内とし、監査役全体として、当社

の業務に関する知識・情報収集力ならびに監査に求められる客

観性および専門性を確保することとする。このうち半数以上を

社外監査役とし、社外監査役は、その２名以上を別に定める「社

外役員の独立性判断基準」に基づく独立役員である者とする。

第　15　条　（監査役の選任）

１ 前条に定める監査役の構成に基づく監査役候補者の選定基

準は、以下のとおりとする。

　（1） 保険業法第８条の２に定める監査役の適格性を満たし

ていること。

　（2） 社外監査役候補者については、企業経営者、学識経験者

または法曹その他の専門家等として幅広い経験および見

識を有していること。

　（3） 社外監査役候補者以外の監査役候補者については、当社

の業務に関する豊富な経験および実績を有していること。

２ 監査役候補者は、前項に定める選定基準に基づき、社外取締

役委員会における審議および監査役会の同意を経て取締役会

が決定し、総代会の決議を求める。

第　16　条　（監査役の任期）

１ 監査役の任期は、定款の定めるところにより、選任後４年以

内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会

の終結の時までとする。

２ 当社は、監査役の再任可否を判断するに当たっては、前条第１項

に定める監査役候補者の選定基準に加え、当該監査役の監査役とし

ての貢献度、年齢および在任期間等を総合的に勘案することとする。

第　17　条　（監査役の報酬等）

１ 監査役の報酬等（退任慰労金を除く。）は、総代会で定められ

た報酬限度額の範囲内で、各監査役の職務内容等を総合的に

勘案するとともに、当社の経営環境・業績等を踏まえた適切な

水準で支給することとする。また、監査役の退任慰労金は、総代

会決議に基づき、当社の定める一定の基準に従い相当額の範

囲内で支給することとする。

２ 監査役の報酬等は、前項に定める方針に基づき、監査役の協

議により決定する。

第Ⅴ章　　取締役および監査役に対する支援およびトレーニング

第　18　条　（取締役および監査役に対する支援）

１ 当社は、取締役および監査役がその任務を実効的に果たす

ことを確保するため、取締役会、監査役会およびその他の会議

体に対し必要な事項を適時・適切に付議するとともに、各組織の

判断に基づきまたは取締役もしくは監査役の求めに応じて、取

締役および監査役に対し必要な情報の提供を行うこととする。

２ 当社が社外取締役および社外監査役に対する情報の提供を

円滑に行うため、社外取締役については秘書部および総合企画

部が、社外監査役については監査役室が、それぞれ必要な環境

の整備に当たる。

第　19　条　（取締役および監査役に対するトレーニング）

 当社は、取締役および監査役がその任務を適切に果たすこと

に資するため、取締役および監査役の就任時および在任期間中

に、必要な知識の習得および更新の機会を提供することとする。

第Ⅵ章　　社員との対話、情報開示

第　20　条　（総代その他の社員との対話）

 当社は、相互会社として社員の利益の優先・最大化に資するため、

総代会、総代懇談会およびニッセイ懇話会の運営その他の取組を通

じ、総代およびその他の社員との建設的な対話を促進することとする。

第　21　条　（情報開示）

 当社は、保険業法その他の法令を遵守し、これらに基づく適

切な情報開示を行う。また、法令に定める開示基準に該当しな

い場合でも、お客様、投資家その他のステークホルダーが当社

に対する理解を深め、または当社に対する権利行使もしくは投

資判断を行うために有用性が高いと考えられる情報、および当

社の経営に影響を与える重要な情報等について、適時・適切か

つ積極的に情報開示を行う。
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社外取締役に求められる
役割をどのように
お考えでしょうか？

私は弁護士をしていますので、一般的には、リーガル面

やリスク管理、危機対応等について、専門家としての指摘

等が求められるのかもしれませんが、日本生命ではそう

した役割にとどまらず、様々なビジネスチャンスや、足元

の経済環境・リスクに関するプラスの面やマイナスの面等、

社外の立場から見て気になること、気付いたことを、出来る

だけ意見を言うようにしています。

また、現場での実態を自分自身で確認することも重要と

考えており、支社や営業部等に実際に出向いて、現地の

幹部や営業職員と直接話をし、その中で得られた所感等

を参考にして、取締役会等の場で意見を述べるよう心がけ

ています。

私は、社外取締役にかかわらず、取締役全員にとって

大切なことが「コンプライアンス」であると考えています。

コンプライアンスの意味は、単に「法令を遵守する」という

ことだけにとどまらず、「時代や環境の変化に対して、柔軟

に適応していく」ということで、経営はこうした「柔軟に適応

すること」への感度を磨くことが重要だと考えています。今

後もそうした視点から意見を発信し、「健全な生産性」の

実現が図られるよう努めてまいります。

コーポレートガバナンス・経営体制

略歴

取締役

今井 和男 Kazuo Imai

1950年   7月30日生
1983年   4月   弁護士（現）
2008年   7月   当社取締役（現）

虎門中央法律事務所代表弁護士

社外取締役インタビュー

当社は、社外取締役委員会を設置し、重要事項を審議する際に、社外取締役の幅広い知見を積極的に活用しています。

ここでは、当社社外取締役の今井和男氏に、社外取締役に求められる役割や、取締役会、

当社のコーポレートガバナンス、社外取締役委員会に関する取組や課題等についてお聞きしました。
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取締役会の実効性や課題、
相互会社のコーポレート
ガバナンスについて、
どのようにお考えでしょうか？

取締役会については、審議時間や資料の内容、また事前

の案件連絡のタイミング等、適切に運営されていると思い

ます。また、海外案件や出資案件等の重要案件が増えていく

中で、報告よりも審議に十分時間をとる運営にシフトされ、

議論もより活発に行われるようになりました。いわゆる報告

会のような取締役会ではなく、良い意味での緊張感のある

雰囲気の中で、各取締役から多くの意見が出され、しっかり

審議がなされていると思います。

日本生命は全国に営業拠点があり、従業員も営業職員を

含めて7万名います。また、業務領域も個人や法人営業、資産

運用等多岐にわたり、いわゆる「本部と現場の意思疎通」、

「縦割りの弊害」のリスクが潜在的に存在します。だからこそ、

様々な事案について横串を通して議論をして、取締役会に

おける経営の意思を現場にしっかり浸透させる、各役員が自分

の領域だけにこだわらず幅広い視点で、業務執行を心掛ける

といった点は、今後も引続き意識してほしいと思います。

相互会社のコーポレートガバナンスについてですが、相

互会社は株式会社と比べると緊張感がないようにいわれる

ことがありますが、私はそうは思いません。保険契約者の代

表として総代会に出席される総代の方々の質問は、営業職

員チャネルや経営戦略に関するもの等、経営の本質を突く

質問が多く見られます。また経営も、総代からの質問に真剣

かつ誠実に回答し、その結果、総代会自体が課題や現状等

を共有・認識する場となっており、開かれた総会、あるべき

総会の姿の一つが実現されていると思います。

社外取締役委員会について、
昨年度の社長交代の
審議プロセスも含めて、
どのように評価されていますか？

社外取締役委員会は、社外取締役および会長・社長が

構成員の委員会で、社外取締役は、学識経験者や法曹関係

者に加え企業経営者の方も入っており、バランスのとれた

形になっていると感じています。

委員会では、提携・出資、人事や報酬等幅広い案件を

審議します。案件審議は、比較的自由な雰囲気で忌憚の

ない議論ができ、社外取締役の方々の豊富な経験に裏打

ちされた意見を闊達に出しあえるので、委員会の役割は

大変重要なものではないかと思います。特に、各界で現役

でもある社外取締役の方々からうかがうご自身の体験を

交えたご指摘等はすばらしいと思います。

昨年度の社長交代では、委員会にて複数回議論をしま

した。その過程で、当時の社長から考えを何度か開示

いただき、情報共有もしてもらったうえで、大変「見える化」

された中で、最後は全員異論なく、決めさせていただき

ました。

社長交代の案件にかかわらず、委員会での審議は、すべて

非常に透明性の高いプロセスをふんでいると感じています。
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当社の経営情報について、正しくかつタイムリーにご理解いただけるよう、各種ディスクロージャーの充実に努めています。

ニッセイホームページ

変額保険（特別勘定）
決算のお知らせ

日本生命の現状
［統合報告書］

変額年金保険（特別勘定）
決算のお知らせ

「日本生命の現状」
ダイジェスト版

団体年金保険の
決算に関するご報告

日本生命の現状
上半期のお知らせ

ANNUAL REPORT

金融機関としての
日本生命

[統合報告書] ダイジェスト版

“大切な人を想う”の
いちばん近くで。

日本生命の現状

日本生命の現状

［統合報告書］
ANNUAL REPORT

“大切な人を想う”の
いちばん近くで。

“大切な人を想う”の
いちばん近くで。

ごあいさつ／経営基本理念  1

2017年度上半期トピックス  2

2017年度上半期業績ハイライト  3

中期経営計画「全・進－next stage－」（2017－2020）の概要　　　  7

商品開発  8

幅広いサポート  9

ライフスタイルに合わせたチャネル展開 10

グループ事業強化の取組 11

資産運用戦略 12

ERM経営／効率的な業務運営の推進・先端技術の知見集約　　  13

人財価値向上プロジェクト・健康経営 14

環境や地域・社会に貢献するための取組 15

相互会社運営・コーポレートガバナンス体制の構築 17

日本生命の現状
上半期のお知らせ 2017

ぜん しん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

2017年度に作成したディスクロージャー資料

「日本生命の現状」を幅広く多くのお客様にご覧いただけるよう、全国の支社や営業部、ニッセイ・ライフプラザ、代理店等

に備え付けしているほか、お客様のニーズにあわせたディスクロージャー資料を作成しています。

ニッセイホームページにて、タイムリーに情報発信を

しています。ニュースリリースや、総代会の議事録・議事要旨

を登載しているほか、CSR活動についてもご覧いただけ

ます。また、業績案内等、一部ディスクロージャー資料の

閲覧やダウンロードも可能です。

＊ 1　個人変額保険（特別勘定）の運用内容については、本店・東京本部、支社、ニッセイ・ライフプラザ等に備え付けの閲覧資料でご覧いただけます。
＊ 2　変額年金保険（特別勘定）の最新の運用概況については、ホームページでご覧いただけます。
＊ 3　団体年金保険（特別勘定）のご契約者へは、個別に四半期ごとのディスクロージャー資料等をお届けしています。

個人変額保険のご契約者向け
決算報告小冊子＊1

保険業法（第111条）にもとづき
作成しているディスクロージャー
資料

変額年金保険のご契約者向け
決算報告小冊子＊2

「日本生命の現状」のダイジェスト版

団体年金保険（確定給付企業
年金保険、厚生年金基金保険等）
のご契約者向け決算報告資料＊3

上半期版のディスクロージャー
資料

英文ディスクロージャー資料

企業のお客様向けに、資産運用
関係の業務内容および決算状況
を紹介した資料

http://www.nissay.co.jp/kaisha/

ディスクロージャーの充実

ディスクロージャー資料の作成

ニッセイホームページにおける情報発信
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●　経営管理体制 
●　（内部）監査体制
●　執行役員制度による迅速な
意思決定・業務執行体制

●　財務報告にかかる内部統制
●　情報管理体制
●　リスク管理体制
●　コンプライアンス体制

●　反社会的勢力による被害防止体制
●　利益相反管理体制
●　グループ会社管理体制

当社は、コンプライアンス（法令等遵守）とは、狭義の法令にとどまらず、あらゆる社会規範を遵守すること、そして、お客様・

社会の信頼に応え、誠実に仕事をしていくことであると考えています。全役員・職員がコンプライアンスの担い手であり、

コンプライアンスが業務遂行の前提であるという基本理念のもと、コンプライアンスの推進に取組んでいます。

コンプライアンス体制図

経営会議

監査部

社長

支社・営業部

支社コンプライアンス・プログラム
支社コンプライアンス会議、連絡会　運営

法令等遵守責任者 ： 支社長
法令等遵守担当者 ： 支社次長

本部各部

〈 本部各部コンプライアンス・プログラム　運営 〉

法令等遵守責任者 ： 部長層
法令等遵守担当者 ： 各部において任命された課長層

内部監査部門

当社は、業務の適正を確保し、企業価値の向上を図るため、取締役会で「内部統制システムの基本方針」を制定しています。

この方針にもとづき、以下の体制をはじめとした内部統制システムの整備を行っています。

当社は、経営会議の諮問機関であるコンプライアンス委員会において、コンプライアンス課題に関する対応策の審議、

取組状況のモニタリング等を通じ、保険募集管理を含むコンプライアンス体制の全般的統制・管理を行っています。

加えて、諮問機関として情報資産保護部会や反社会的勢力対策部会を設置し、お客様情報を中心とする情報資産保護

制度の確立・推進や、暴力団をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に向けた対策の協議・社内啓発の推進等、各課題

ごとの具体的な対応策を検討、実施しています。

全社的なコンプライアンスを統括する部署として、「コンプライアンス統括部」を設置しています。「コンプライアンス

統括部」では、不祥事件やその疑わしい行為が、支社や本部各部から一元的に報告される体制をとる等、コンプライアンス

に関する情報の全社的な把握に努めるとともに、「コンプライアンス担当部長（コンプライアンス・オフィサー）」を配置し、

支社や本部各部の取組へのフォロー等を行っています。

支社や本部各部では、支社長・部長層を「法令等遵守責任者」、支社次長・各部において任命された課長層を「法令等遵守

担当者」として、コンプライアンスの徹底を業務運営の中に組込んだ体制をとっています。

また、「グループ会社コンプライアンス方針」を制定し、各グループ会社に対し自律的なコンプライアンス体制の整備を

求め、当該体制の整備状況についてモニタリングすること等を通じて、グループ会社における不正を防止しコンプライアンス

を確保するための管理・指導等を実施しています。加えて、グループ会社における担当部門と意見交換を実施し、当社グループ

におけるコンプライアンスの高度化に向けた取組を実施しています。

内部統制システムの整備

コンプライアンス（法令等遵守）の推進

コンプライアンス体制

取締役会

コンプライアンス委員会（事務局 ： コンプライアンス統括部 ・ 総合企画部）

保険募集管理課題
その他コンプライアンス課題

情報資産保護部会・反社会的勢力対策部会
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コンプライアンスを推進する具体的な実践計画として、コンプライアンス基本方針およびコンプライアンス規程に

もとづき、毎年、取締役会において「コンプライアンス・プログラム」を策定しています。

また、支社や本部各部では全社の計画をふまえ、それぞれの固有・業務課題に応じ、支社・各部ごとにコンプライアンスの

取組計画を策定し、日常業務の中で実践しています。その取組計画の策定・実施状況については、「コンプライアンス統括部」

にて定期的に確認・フォローを行うとともに、新たな課題を取組計画に反映させる運営としています。

当社は、全役員・職員が業務を行うにあたり守るべき原則・規準を定めた「行動規範」を策定しています。「行動規範」

は、全役員・職員に携帯が義務付けられている「職員必携」という小冊子の中に綴り込まれており、「お客様のために

なっているか」「法律的に見て、また社会通念から見て正しいかどうか」「人権を侵害していないか」等、自らの業務遂行上、

判断に迷う場合にいつでも参照できるようにしています。また、「行動規範」の内容および各部門の業務については、

法令等の観点から解説した「法令遵守マニュアル」等を作成し、全役員・職員に徹底しています。

また、全役員・職員に対して、業界共通の継続教育カリキュラムの内容を反映した「マナー・コンプライアンステキスト」

等の各種教材を活用し、適正な保険募集やアフターサービス

等の教育を実施しています。

更に、お客様へのサービスを担う営業職員には、社内衛星放送

（NICE‒NET）の法令等遵守教育番組による研修を定例的に

行っています。なお、この番組に関する小テスト（コンプライ

アンス腕だめし）を実施し、内容の理解度を確認しています。

内勤職員に対しては、各部の固有・業務課題に応じた研修等

を実施し、業務内容に応じたコンプライアンス関連知識を研鑽

しています。

当社では、不祥事を未然に防止し、万一不祥事が発生した場合にも、早期に発見することができるように内部通報制度

を整備しています。専管組織として「コンプライアンス相談室」を設置し、社内通報窓口の専任担当者を配置して、通報や

相談を幅広く受付けるとともに、コンプライアンス・オフィサーの指揮のもとで事実確認を行い、必要に応じて是正措置を

講じています。

内部通報制度の実効性を高める観点から、通報者が通報を理由として不利益な取扱いを受けないことを社内規程に

明文化しており、社内通報窓口に加え、委託先法律事務所内に社外通報窓口を設置する等、安心して通報できる環境の

整備に取組んでいます。また、全役員・職員に携帯が義務付けられている「職員必携」に通報窓口を明記し、社内衛星放送等

を通じた内部通報制度の教育研修を行う等、全役員・職員への周知にも努めています。

また、グループ会社についても、本社に準じた内部通報制度の体制整備を進めるとともに、グループ会社から直接本社

に通報するルートの確保等、本社にてグループ会社の経営上のリスクにかかる情報をより一層収集する体制を構築して

まいります。

当社では、ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷付ける人権問題であるとともに、職場秩序や業務遂行を阻害する

職場環境問題であるとも考えており、全役員・職員に携帯が義務付けられている「職員必携」をはじめ、各種媒体に掲載し、

その問題や対応について周知・徹底に努めています。

また、セクハラ防止のため、「セクハラに対する本社基本方針」を定め、万一セクハラが発生した場合、被害者が安心して

相談できるよう社内に相談窓口を設置しています。

職員必携

コンプライアンス・プログラムの策定・実施

コンプライアンスの理念の教育・徹底

内部通報制度

ハラスメント（パワハラ・セクハラ・マタハラ等）対策
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［「契約基本約款」より抜粋］

（略）

（略）

反社会的勢力に対する取組

保険約款への暴力団排除条項の導入

当社では、お客様のニーズを総合的に勘案して保険を提案することや、説明方法等に工夫をこらし、お客様に十分ご理解

いただけるよう努力すること等が重要であると考えています。あわせて、全役員・職員に対する教育・研修を通して適切な

募集活動を確保すること、お客様情報を適正に取扱うこと、お客様の様々な声への対応等、保険その他金融商品の販売時に

おける当社の姿勢を「ニッセイの勧誘方針」として定めています。

当社では、お客様の健康にかかわる情報をはじめとする多くの個人情報をお預りしています。お客様の情報は保険

契約取引の基礎をなすものであり、これを適切に取扱い、保護することが大変重要です。これまでも「個人情報保護方針」を

制定・公表するとともに、職員教育や情報システムのセキュリティ向上を図ってきていますが、今後も個人情報保護法等を

遵守し、適切な管理の徹底・強化に努めてまいります。

一般社団法人生命保険協会は、会員各社が反社会的勢力とは一切の関係を持たず、また、反社会的勢力およびその

関係者に資金が流入することを阻止するために、保険契約においても、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人

が保険期間中に、反社会的勢力に該当した場合等には、保険契約を解除できるとする規定例を策定しています。

当社も、以下のとおり2012年4月以降、同様の規定を保険約款に定める等、反社会的勢力との関係遮断の取組を強化

しています。

当社は、「企業行動指針」「内部統制システムの基本方針」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的

勢力とは一切の関係遮断に取組むこととしています。また、その実現に向けた社内体制の整備として「反社会的勢力

対策部会」を設置し、一般社団法人生命保険協会や警察をはじめとする外部組織との連携、暴力団等の反社会的勢力に

かかわる対策の協議および社内啓発の推進等を行っています。

また、「総務部」を反社会的勢力対応組織として位置付け、不当要求等の事案が発生した際には、速やかに総務部へ

報告する体制とする等、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理体制を構築しています。

反社会的勢力に対する基本原則

当社は、「行動規範」の中で、暴力団等の市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは関係を持たない

こと、反社会的勢力に接した場合は速やかに上司に報告し、毅然とした態度で組織的に対応することを掲げています。

反社会的勢力への対応

勧誘方針

個人情報保護への取組
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株価・金利等の経済状況の変動、医療技術の進歩、大災害の発生等、生命保険会社を取巻く環境は大きく変化して

います。こうした様々な要因から生じるリスクについては、的確に把握し、適切に管理していくことが非常に重要であり、

フォワードルッキングなリスク管理を推進しています。

このような認識のもと、当社ではグループ会社も含め、リスク管理態勢の整備とその適切な運営に努めるとともに、その

高度化に取組んでいます。

当社は、様々なリスクが全体として会社におよぼす影響を統合的に管理する観点から、統合的リスク管理を実施して

います。当社の統合的リスク管理においては、各種リスクを部門横断的に一元管理するとともに、統計的なリスク計測等

を通じて、各種リスクを統合し、会社全体のリスクの状況を総合的に管理しています。

リスク管理にあたっては、「内部統制システムの基本方針」に定められたリスク管理体制にしたがい、経営会議の諮問機関

であるリスク管理委員会において、各種リスクの特性に応じた適切なリスク管理を行うとともに、各種リスクが全体として

経営におよぼす影響について、統合的な管理を行っています。

これらのリスク管理の状況は経営会議、取締役会へ報告する体制を整備しています。

また、収益部門と分離されたリスク管理部門を定めることで相互牽制体制を構築するとともに、内部監査部門がリスク

管理の実効性について検証・チェックを行う等、二次牽制機能の確保も図っています。

ストレステストのプロセス

① シナリオ想定

② 影響分析

③ 経営計画等の検討に活用

● 財務の健全性に大きな影響を与える経済変動・地政学リスク・大災害等、様々なシナリオを想定しています。
● 客観性の確保のため、シナリオ策定にあたっては、社内外の様々な情報ソースを活用しています。

● ①で想定したシナリオが顕在化した場合の、保険金支払をはじめとする収支への影響やソルベンシー・
マージン比率等の健全性指標への影響を分析しています。

● ②の分析結果をリスク管理委員会等に報告し、経営計画等の検討に活用しています。

取締役会

経営会議

社長

リスク管理委員会

保険引受リスク 流動性リスク

資産運用リスク

不動産
投資
リスク

市場
リスク

信用
リスク

事務リスク システムリスク

統合的リスク管理
運用リスク管理
専門委員会

事務リスク管理
専門委員会

システムリスク管理
専門委員会

内
部
監
査
部
門

リスク管理体制

統計的なリスク計測手法では捉えきれないリスクも存在すると考えられるため、その補完的手法として、運用環境が大幅に悪化

するシナリオや、大災害等により保険金・給付金のお支払いが増加するシナリオを想定したストレステストを実施し、健全性に

与える影響を分析しています。ストレステストの結果はリスク管理委員会等に報告し、財務基盤の強化等の検討に役立てています。

ストレステストの実施

リスク管理の徹底

リスク管理の重要性

リスク管理体制

統合的リスク管理

98

コーポレートガバナンスおよび経営体制について／コーポレートガバナンス・経営体制



保険料設定にかかわるリスクへの対応

当社は、信頼できる統計データをもとに、医師やアクチュアリー（数学的な手法を用いて、保険料設定や財務健全性

に関与する専門職）等の専門的資格を持つ職員によって保険金等のお支払いの発生率を分析したうえで、保険料を設定

しています。更に、設定した保険料を様々な面でシミュレーションし、将来にわたってお客様への保障責任を果たすことが

できるかを検証しています。

契約選択・支払査定にかかわるリスクへの対応

ご契約のお引受け時には、医師資格を持つ職員や医学的な専門知識を有した職員による医学的観点からの診査・査定に

加え、モラルリスクの面からも専門の職員による査定を行っています。また、診査・査定の結果、必要に応じ、特別な条件（保険料

の割増等）を付けてお引受けさせていただく等の対応を行い、多くのお客様に適正な保険料で多様な保障を提供しています。

更に、保険金等のお支払い時にも、医師資格を持つ職員や医学的な専門知識を有した職員による査定を行い、必要に

応じて確認機関を活用する等、十分なリスク管理を行っています。

多数のお客様からの保険料により、万一の場合の保障を提供する仕組である生命保険制度には、少額の保険料負担で多額の保険金等
を不正に取得するといった、保険制度自体を否定する行為が生じる危険が含まれています。こうした危険を一般的に「モラルリスク」と
呼んでいます。

契約選択

モラルリスク

保険引受リスクとは、経済情勢や、保険事故の発生率、運用実績、事業費支出等が保険料設定時の予測に反して変動

することにより損失を被るリスクです。

生命保険会社は、お客様からお引受けしたご契約に対して、長期にわたり責任を果たしていかなければなりません。

このため、安定的な保険金等のお支払いが可能となる保険料の設定や、保険のお引受け時に被保険者の方の健康状態

等の診査・査定を適切に実施することにより、保障責任を全うするためのリスクコントロールを図っています。また、ALM

（資産と負債を総合的に管理する手法）の推進や適切な支払査定の実施、厳正な事業費管理の遂行により、様々な環境や

状況の変化に対応しています。

流動性リスクは、資金繰りリスクと市場流動性リスクに分けられます。

資金繰りリスクとは、巨大災害等による予定外の資金流出により資金繰りが悪化し、資金確保に通常よりも著しく低い

価格での資産売却を余儀なくされることにより損失を被るリスクです。資金繰りリスクに対しては、資産運用計画や日々の

資金繰りにおいて、流動性の高い資産を一定の水準以上確保することにより対応しています。また、実際に資金繰りが悪化

した場合には、流動性の低い資産の運用限度枠を設ける等の対策を実施することとしています。

市場流動性リスクとは、市場の混乱等により市場において取引ができなくなることや、通常よりも著しく不利な価格での

取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクのことをいいます。市場流動性リスクに対しては、市場環境に応じて資産

ごとに適切な取引限度額を設定する等の対策を実施しています。

当社では、リスク分散の方策の一つとして、再保険を行っています。その際、リスクの種類・特性を考慮したうえで、リスク管理

委員会等での検討を通じ、出再・受再の取引内容を決定しています。また、再保険取引では、主要格付機関の格付け等をベース

に出再先の信用力を評価するとともに、特定の出再先に過度な取引の集中が起こらないよう管理しています。

再保険にかかる方針

生命保険は、保険事故発生率にもとづき算定された保険料をもとに保険金等のお支払いをする相互扶助制度です。
被保険者の健康状態等に応じた保険料をいただき、ご契約者間の公平性を保つことを目的として、保険のお引受け時に診査・査定を
行います。これを「契約選択」といいます。

保険引受リスク管理

流動性リスク管理
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市場リスク管理

不動産投資リスク管理

信用リスク管理

信用リスクとは、主に貸付金や社債について、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少・消失し、

損失を被るリスクです。信用リスクの管理にあたっては、投融資執行部門から独立した「財務審査部」による個別取引の

厳格な審査、信用リスクに見合った取引条件の設定、信用リスクが特定の企業グループや国に集中することを防止する

ための与信リミットの設定・モニタリング等により、良質なポートフォリオの構築に努めています。

また、ポートフォリオ全体の信用リスク量の計測として、信用バリュー・アット・リスク＊を算出し、リスク量が適切な範囲内

に収まっているかどうかのモニタリングを実施しています。

資産運用リスクとは、保有する資産・負債の価値が変動し、損失を被るリスクであり、市場リスク・信用リスク・不動産投資

リスクに分類されます。生命保険は長期にわたるご契約であるため、資産運用においても負債特性をふまえた長期的な観点

からのリスク管理が必要です。

このため、中長期的な運用成果を重視したリスク・リターン分析等を通じて、効率的なポートフォリオ管理を行うとともに、

ポートフォリオの状況やマーケット動向に対するきめ細やかなモニタリングを通じて、長期的な収益の安定・向上に努めて

います。

市場リスクとは、金利や為替、株式等の変動により保有する資産・負債の価値が変動し、損失を被るリスクです。市場リスク

の管理にあたっては、投融資取引に伴う過大な損失の発生を抑制する観点から、必要に応じて資産ごとおよび運用目的

ごとに運用限度枠を設定のうえ、モニタリングを実施し、リスク分散に留意したポートフォリオの構築に努めています。

また、ポートフォリオ全体の市場リスクをコントロールするため、市場バリュー・アット・リスク＊を合理的に算出し、許容

されるリスクの範囲内で適切な資産配分を行っています。

不動産投資リスクとは、賃貸料等の変動等により不動産収益が減少する、または市況の悪化等により不動産価格が下落

し、損失を被るリスクです。不動産投資リスクの管理にあたっては、個々の不動産投資案件について、投融資執行部門から

独立した「財務審査部」による、厳格な審査を実施しています。また、投資利回りや価格に関する警戒域を設定し、モニタ

リングを実施しています。

資産運用リスク管理

市場バリュー・アット・リスク 市場の環境変化によってどの程度まで損失を被る可能性があるかを、統計的に算出した想定最大損失額のこと。

信用バリュー・アット・リスク 信用供与先の財務状況の悪化等によってポートフォリオにどの程度まで損失を被る可能性があるかを、乱数を用いた
シミュレーションを行うことにより、統計的に算出した想定最大損失額のこと。
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事務リスクとは、役員・職員および保険募集人が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことによりお客様

や社外の方へ影響を与える、または会社が損失を被るリスクです。

事務リスクの管理にあたっては、発生事象の収集・分析を通じた全社的な事務リスクの把握と、再発防止策の策定

およびその効果性の検証に取組んでいます。

更に、お客様の視点に立ち、正確かつ迅速な事務処理に向けた事務知識の教育・事務規程の整備等の事務改善に取組

んでいます。

これらの取組により、全社的な事務リスクの抑制と軽減に努めています。

大規模地震や新型インフルエンザ等が発生した場合においても、保険金支払等の業務を継続できるよう、業務継続計画（BCP）

の策定や訓練の実施等を通じて、お客様に安心してサービスをご利用いただける体制の構築に努めています。

また、営業時間内の地震や津波等も想定し、お客様避難誘導訓練や災害対策備蓄品の点検等も定期的に実施し、平時から災害

に対する備えを行っています。

東日本大震災や熊本地震の際には、社長を本部長とする「災害対策本部」を直ちに立上げ、
● 災害死亡保険金等の全額支払等、ご契約に対する特別取扱
● 安否確認活動等、もれなくお支払いするための取組
● 義援金の寄付や支援物資のお届け等、復興に向けた支援活動と節電対策

等を、迅速に行いました。

当社の災害対策について

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンや誤作動、不備、不正使用等により損失を被るリスクです。

システムリスクの管理にあたっては、コンピュータシステムの企画・開発・運用・利用における安全対策基準を策定し、

高い水準の安全対策を推進することでお客様に安心して、サービスをご利用いただけるよう取組んでいます。

具体的には、まずコンピュータシステムのダウンへの対応として、全社的なコンティンジェンシープラン（緊急時対応計画）

を整備し、迅速に対応できる体制を構築しています。また、メインコンピュータセンターとは別の場所にバックアップセンター

を設置することにより、広域災害の発生リスクにも備えています。

次に、コンピュータシステムの誤作動、不備、不正使用への対応として、重層的なセキュリティ対策を実施しています。

また、サイバー攻撃等への対応態勢を整備し、重層的な防御・検知対策の整備や全役員・職員への情報セキュリティ教育・

訓練の徹底、社外専門機関との連携、グループ各社のセキュリティ対策推進等、継続的な強化に取組んでいます。

このような当社安全対策基準の遵守ならびに適切な利用に向けた指導等により、全社的なシステムリスクの抑制と軽減

に努めています。

BCP Business Continuity Plan の略です。

事務リスク管理

システムリスク管理
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（注） 有馬 朗人氏、牛島 信氏、今井 和男氏、三浦 惺氏、八木 誠氏は、社外取締役であり、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する独立役員です。

筒井  義信
つつい よしのぶ

古市  健
ふるいち たけし

牛島  信
うしじま しん

三浦  惺
みうら さとし

小林  一生
こばやし かずお

有馬  朗人
ありま あきと

今井  和男
いまい かずお

八木  誠
やぎ まこと

清水  博
しみず ひろし

中村  克
なかむら まさる

代表取締役副会長

管掌：本店
担当：監査部

1954年 8月21日生
1977年 4月 当社入社
2004年 7月 取締役
2007年 1月 取締役執行役員
2007年 3月 取締役常務執行役員
2009年 3月 取締役専務執行役員
2010年 3月 代表取締役専務執行役員
2012年 3月 代表取締役副社長執行役員
2016年 7月 代表取締役副会長（現）

代表取締役副社長執行役員

担当：首都圏営業本部、東海営業本部、近畿営業
本部、営業教育部、業務部、損保業務部、
ネットワーク業務部、法人職域業務部

委嘱：地域総括部長、人材育成推進本部長、
損保業務推進本部長

1955年 12月 8日生
1980年 4月 当社入社
2007年 3月 執行役員
2010年 3月 常務執行役員
2010年 7月 取締役常務執行役員
2012年 3月 取締役専務執行役員
2016年 3月 代表取締役副社長執行役員（現）

取締役

1930年 9月13日生
1989年 4月 東京大学総長
1993年 10月 理化学研究所理事長
1994年 7月 当社監査役
1998年 7月 当社監査役退任
   参議院議員
   文部大臣
1999年 1月 文部大臣兼科学技術庁長官
2000年 6月 （財）日本科学技術振興財団会長
2006年 4月 学校法人根津育英会武蔵学園学園長（現）
2007年 7月 当社取締役（現）
2010年 4月 公立大学法人静岡文化芸術大学

理事長（現）

取締役

取締役

1950年 7月30日生
1983年 4月 弁護士（現）
2008年 7月 当社取締役（現）

1949年 9月30日生
1977年 4月 東京地方検察庁検事
1978年 4月 広島地方検察庁検事
1979年 4月 弁護士（現）
2007年 7月 当社取締役（現）

委嘱：グループ事業統括本部長

1961年 1月30日生
1983年 4月 当社入社
2009年 3月 執行役員
2012年 3月 常務執行役員
2013年 7月 取締役常務執行役員
2014年 7月 常務執行役員
2016年 3月 専務執行役員
2016年 7月 取締役専務執行役員
2018年 4月 代表取締役社長（現）

代表取締役社長

1944年 4月 3日生
2002年 6月 東日本電信電話（株）
  代表取締役社長
2005年 6月 日本電信電話（株）
  代表取締役副社長
  中期経営戦略推進室長
2007年 6月 同社代表取締役社長
2012年 6月 同社取締役会長
2017年 7月 当社取締役（現）
2018年 6月 日本電信電話（株）特別顧問（現）

取締役

1949年 10月13日生
2009年 6月 関西電力（株）代表取締役副社長
2010年 6月 同社代表取締役社長
2016年 6月 同社代表取締役会長（現）
2017年 7月 当社取締役（現）

取締役

1960年10月 4日生
1984年 4月 当社入社
2011年 3月 執行役員
2015年 3月 常務執行役員
2015年 7月 取締役常務執行役員
2018年 3月 取締役専務執行役員（現）

取締役専務執行役員

担当：財務審査部、証券管理部、秘書部、企画
総務部、関連事業統括部、人事企画部、
人材開発部、人事部、総務部、健康管理室

代表取締役会長

1954年 1月30日生
1977年 4月 当社入社
2004年 7月 取締役
2007年 1月 取締役執行役員
2007年 3月 取締役常務執行役員
2009年 3月 取締役専務執行役員
2010年 3月 代表取締役専務執行役員
2011年 4月 代表取締役社長
2018年 4月 代表取締役会長（現）

役員体制 （2018年7月3日現在）

取締役
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矢部  剛
やべ たけし

赤林  富二
あかばやし とみじ

早田  順幸
そうだ のぶゆき

井出口  豊
いでぐち ゆたか

長谷川  靖
はせがわ やすし

三笠  裕司
みかさ ゆうじ

朝日 智司
あさひ さとし

戸田  和秀
とだ かずひで

田中  聡
たなか さとし

松永  陽介
まつなが ようすけ

藤本  宣人
ふじもと のぶと

1961年 5月16日生
1985年 4月 当社入社
2012年 3月 執行役員
2016年 3月 常務執行役員
2016年 7月 取締役常務執行役員（現）

1959年 5月 1日生
1984年 4月 当社入社
2011年 3月 執行役員
2015年 3月 常務執行役員
2015年 7月 取締役常務執行役員
2018年 3月 取締役専務執行役員（現）

取締役専務執行役員

担当：システム企画部、個人保険システム部

1960年 8月 6日生
1984年 4月 当社入社
2012年 3月 執行役員
2014年 7月 取締役執行役員
2015年 3月 取締役常務執行役員
2016年 4月 取締役執行役員
2016年 7月 執行役員
2018年 3月 専務執行役員
2018年 7月 取締役専務執行役員（現）

取締役専務執行役員

担当：法人第一～第三営業本部、東日本法人営業本部、東海法人
営業本部、本店法人営業本部、九州法人営業本部、法人営
業企画部、団体年金部、法人営業推進部、法人情報センター

委嘱：法人第三営業本部長、東日本法人営業本部長

取締役常務執行役員

統括：資産運用部門
担当：財務企画部

1964年 3月 7日生
1986年 4月 当社入社
2014年 3月 執行役員
2018年 3月 常務執行役員
2018年 7月 取締役常務執行役員（現）

1962年10月27日生
1987年 4月 当社入社
2014年 3月 執行役員
2017年 7月 取締役執行役員
2018年 3月 取締役常務執行役員（現）

取締役常務執行役員

担当：代理店営業本部、金融法人本部、代理店
業務部、金融法人業務部

委嘱：金融法人本部長

1963年 9月 4日生
1986年 4月 当社入社
2013年 3月 執行役員
2017年 3月 常務執行役員
2018年 7月 取締役常務執行役員（現）

取締役常務執行役員

担当：海外事業企画部、海外保険事業部、
海外事務所

1960年 7月 1日生
1984年 4月 当社入社
2014年 7月 監査役
2018年 7月 取締役常務執行役員（現）

取締役常務執行役員

担当：融資総務部、ストラクチャードファイナン
ス営業部、財務第一～第三部、首都圏財
務部、法人財務部、東海財務部、本店財
務部、九州財務部、不動産部

1963年 9月 7日生
1986年 4月 当社入社
2013年 3月 執行役員
2017年 3月 常務執行役員
2017年 7月 取締役常務執行役員（現）

取締役常務執行役員

担当：総合企画部、広報部、調査部、本店企画
広報部、主計部

取締役常務執行役員

担当：オリンピック･パラリンピック推進部、CSR
推進部、法務部、コンプライアンス統括部、
リスク管理統括部

1963年 6月29日生
1987年 4月 当社入社
2014年 3月 執行役員
2017年 7月 取締役執行役員
2018年 3月 取締役常務執行役員（現）

取締役常務執行役員

担当：お客様サービス本部
委嘱：お客様サービス本部長

1963年 6月10日生
1986年 4月 当社入社
2015年 3月 執行役員
2018年 7月 取締役執行役員（現）

取締役執行役員

担当：資金証券部、株式部、国際投資部、金融投
資部、クレジット投資部、特別勘定運用部

1962年 10月30日生
1986年 4月 当社入社
2015年 3月 執行役員
2016年 7月 取締役執行役員（現）

取締役執行役員

担当：CRM開発部、商品開発部、営業企画部、
チャネル開発部、営業勤労部
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（注） 1. 今井 敬氏、豊泉 貫太郎氏、但木 敬一氏、佐藤 良二氏は、社外監査役であり、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する独立役員です。
 2. 窪谷 治氏、内海 弘毅氏は、常勤の監査役です。

今井  敬
いまい たかし

1929年 12月23日生
1989年 6月 新日本製鐵（株）代表取締役副社長
1993年 6月 同社代表取締役社長
1995年 7月 当社監査役（現）
1998年 4月 新日本製鐵（株）代表取締役会長
2003年 4月 同社取締役相談役名誉会長
2003年 6月 同社相談役名誉会長
2008年 6月 同社社友名誉会長
2012年 10月 新日鐵住金（株）社友名誉会長（現）

但木  敬一
ただき けいいち

1943年 7月 1日生
2002年 1月 法務事務次官
2004年 6月 東京高等検察庁検事長
2006年 6月 検事総長
2008年 6月 検事総長退任
2008年 7月 弁護士（現）
2009年 7月 当社監査役（現）

窪谷  治
くぼたに おさむ

1955年 12月10日生
1979年 4月 当社入社
2011年 7月 監査役
2014年 3月 常任監査役（現）

豊泉  貫太郎
とよいずみ かんたろう

1945年 10月17日生
1970年 4月 弁護士（現）
2004年 7月 当社監査役（現）

佐藤  良二
さとう りょうじ

1946年 12月 7日生
1975年 2月 公認会計士（現）
2007年 6月 監査法人トーマツ包括代表（CEO）
2009年 7月 有限責任監査法人トーマツ包括
  代表（CEO）
2010年 11月 同法人シニアアドバイザー
2016年 7月 当社監査役（現）

内海  弘毅
うつみ　こうき

1963年 5月 8日生
1986年 4月 当社入社
2017年 3月 執行役員
2018年 7月 監査役（現）

監査役 監査役

監査役 監査役

常任監査役 監査役

学識経験者としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営に
対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

有馬  朗人  ありま あきと
取締役

2017年度取締役会出席  12回／14回（出席/開催）

今井  和男  いまい かずお
取締役

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）

2017年度取締役会出席 12回／ 12回（出席/開催）

2017年度取締役会出席 12回／ 12回（出席/開催）

弁護士としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営に
対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

法律家としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営に
対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

牛島  信  うしじま しん
取締役

2017年度取締役会出席 14回／14回（出席/開催）

企業経営者としての経歴を通じて培った企業の社会的役割等の視点も
含めた幅広い見識にもとづく監査を期待したため、社外監査役に選任して
おります。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

今井  敬  いまい たかし
監査役

2017年度取締役会出席 13回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 10回／ 10回（出席/開催）

弁護士としての経歴を通じて培った経営法務等の視点も含めた幅広い見識に
もとづく監査を期待したため、社外監査役に選任しております。更に、当社の定
める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、一般保険契約者と利益相反が
生じるおそれがないと判断されることから、独立役員としております。

豊泉  貫太郎  とよいずみ かんたろう
監査役

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 10回／ 10回（出席/開催）

佐藤  良二  さとう りょうじ
監査役 公認会計士としての経歴を通じて培った企業会計等の視点も含めた幅広い

見識にもとづく監査を期待したため、社外監査役に選任しております。更に、
当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、一般保険契約者と利益
相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員としております。

法曹としての経歴を通じて培った法律・コンプライアンス等の視点も含めた
幅広い見識にもとづく監査を期待したため、社外監査役に選任しております。
更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、一般保険契約
者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として
おります。

但木  敬一  ただき けいいち
監査役

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 　10回／10回（出席/開催）

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 　10回／10回（出席/開催）

三浦  惺  みうら さとし
取締役 企業経営者としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営

に対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

八木  誠  やぎ まこと
取締役 企業経営者としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営

に対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

役員体制 （2018年7月3日現在）

監査役 社外役員の選任理由等について
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学識経験者としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営に
対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

有馬  朗人  ありま あきと
取締役

2017年度取締役会出席  12回／14回（出席/開催）

今井  和男  いまい かずお
取締役

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）

2017年度取締役会出席 12回／ 12回（出席/開催）

2017年度取締役会出席 12回／ 12回（出席/開催）

弁護士としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営に
対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

法律家としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営に
対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

牛島  信  うしじま しん
取締役

2017年度取締役会出席 14回／14回（出席/開催）

企業経営者としての経歴を通じて培った企業の社会的役割等の視点も
含めた幅広い見識にもとづく監査を期待したため、社外監査役に選任して
おります。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

今井  敬  いまい たかし
監査役

2017年度取締役会出席 13回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 10回／ 10回（出席/開催）

弁護士としての経歴を通じて培った経営法務等の視点も含めた幅広い見識に
もとづく監査を期待したため、社外監査役に選任しております。更に、当社の定
める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、一般保険契約者と利益相反が
生じるおそれがないと判断されることから、独立役員としております。

豊泉  貫太郎  とよいずみ かんたろう
監査役

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 10回／ 10回（出席/開催）

佐藤  良二  さとう りょうじ
監査役 公認会計士としての経歴を通じて培った企業会計等の視点も含めた幅広い

見識にもとづく監査を期待したため、社外監査役に選任しております。更に、
当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、一般保険契約者と利益
相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員としております。

法曹としての経歴を通じて培った法律・コンプライアンス等の視点も含めた
幅広い見識にもとづく監査を期待したため、社外監査役に選任しております。
更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、一般保険契約
者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として
おります。

但木  敬一  ただき けいいち
監査役

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 　10回／10回（出席/開催）

2017年度取締役会出席 14回／ 14回（出席/開催）
2017年度監査役会出席 　10回／10回（出席/開催）

三浦  惺  みうら さとし
取締役 企業経営者としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営

に対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

八木  誠  やぎ まこと
取締役 企業経営者としての幅広い経験・見識にもとづく、客観的な視点からの経営

に対する監督や助言等を、当社の経営に反映していくため、社外取締役に選任
しております。更に、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」にもとづき、
一般保険契約者と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、
独立役員としております。

社外役員の選任理由等について
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委嘱：本店法人営業本部長

近  浩二
ちか こうじ

常務執行役員

1962年 6月16日生
1986年 4月 当社入社
2013年 3月 執行役員
2017年 3月 常務執行役員（現）

委嘱：東海営業本部長、
東海法人営業本部長

田畑  順二朗
たばた じゅんじろう

常務執行役員

1963年10月 1日生
1986年 4月 当社入社
2013年 3月 執行役員
2017年 3月 常務執行役員（現）

委嘱：代理店営業本部長、
金融法人副本部長

馬詰  憲彦
うまづめ のりひこ

常務執行役員

1958年11月16日生
1983年 4月 当社入社
2013年 3月 執行役員
2017年 3月 常務執行役員（現）

大関  洋
おおぜき ひろし

常務執行役員

1964年11月25日生
1987年 4月 当社入社
2014年 3月 執行役員
2014年 7月 取締役執行役員
2018年 3月 取締役常務執行役員
2018年 7月 常務執行役員（現）

委嘱：米州総支配人、
 欧州総支配人、
 審議役（海外事業企画部）、
 審議役（海外保険事業部）

鬼頭  誠司
きとう せいじ

執行役員

1962年11月 3日生
1985年 4月 当社入社
2012年 3月 執行役員
2014年 7月 取締役執行役員
2016年 3月 取締役常務執行役員
2017年 4月 取締役執行役員
2017年 7月 執行役員（現）

委嘱：審議役（システム企画部）

児島  一裕
こじま かずひろ

専務執行役員

1960年11月30日生
1983年 4月 当社入社
2010年 3月 執行役員
2012年 7月 取締役執行役員
2014年 3月 取締役常務執行役員
2017年 3月 取締役専務執行役員
2017年 7月 専務執行役員（現）

委嘱：首都圏営業本部長

山内  千鶴
やまうち ちづる

執行役員

1957年 2月25日生
1975年 4月 当社入社
2015年 3月 執行役員（現）

委嘱：健康経営推進本部長、
CSR推進部長、
審議役（総合企画部）、
審議役（健康管理室）

1963年 5月16日生
1987年 4月 当社入社
2015年 3月 執行役員（現）

大村  雅一
おおむら まさかず

執行役員

委嘱：法人第一営業本部長

1964年 9月18日生
1987年 4月 当社入社
2015年 3月 執行役員（現）

岩﨑  裕彦
いわさき ひろひこ

執行役員

委嘱：営業企画部長、
CRM開発部長

1964年 7月31日生
1988年 4月 当社入社
2016年 3月 執行役員（現）

細郷  和幸
さいごう かずゆき

執行役員

委嘱：海外事業企画部長、
海外保険事業部長

1962年 1月11日生
1984年 4月 当社入社
2016年 3月 執行役員（現）

松本  吉弘
まつもと よしひろ

執行役員

委嘱：近畿営業本部長、
本店法人営業副本部長（近畿）

1965年 6月14日生
1988年 4月 当社入社
2016年 3月 執行役員（現）

大野  英樹
おおの ひでき

執行役員

委嘱：首都圏営業副本部長、
代理店営業副本部長（神奈川）、
金融法人副本部長（神奈川）、
市場開発部長（神奈川）、
審議役（法人営業推進部）

1963年 6月19日生
1988年 4月 当社入社
2016年 3月 執行役員（現）

中島  俊浩
なかしま としひろ

執行役員

委嘱：審議役（海外事業企画部）、
審議役（海外保険事業部）

1962年 1月 6日生
1985年 4月 当社入社
2017年 3月 執行役員（現）

佐々木  泰
ささき やすし

執行役員

委嘱：東日本法人営業副本部長、
代理店営業副本部長（北海道）、
金融法人副本部長（北海道）、
市場開発部長（北海道）、
審議役（業務部）

1964年 8月13日生
1988年 4月 当社入社
2017年 3月 執行役員（現）

赤堀  直樹
あかほり なおき

執行役員

委嘱：審議役（総合企画部）

1967年 1月20日生
1989年 4月 当社入社
2017年 3月 執行役員（現）

原口  達哉
はらぐち たつや

執行役員

委嘱：サービス企画部長、
審議役（近畿営業本部）

役員体制 （2018年7月3日現在）

執行役員
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取締役および監査役

男性27名／女性0名（女性比率0.0%）

執行役員

男性39名／女性2名（女性比率4.9%）

1966年 2月16日生
1989年 4月 当社入社
2017年 3月 執行役員（現）

佐藤  和夫
さとう かずお

執行役員

委嘱：総合企画部長、
イノベーション開発室長

1967年 2月 6日生
1989年 4月 当社入社
2017年 3月 執行役員（現）

岸淵  和也
きしぶち かずや

執行役員

委嘱：主計部長

1965年 7月25日生
1989年 4月 当社入社
2017年 3月 執行役員（現）

岩﨑  貢
いわさき みつぎ

執行役員

委嘱：法人営業企画部長

1958年 6月28日生
1981年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

田中  和之
たなか かずゆき

執行役員

委嘱：九州法人営業本部長、 
代理店営業副本部長（九州）、 
金融法人副本部長（九州）、 
市場開発部長（九州）、 
審議役（業務部）

1961年 7月22日生
1985年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

柿山  誠樹
かきやま まさき

執行役員

委嘱：法人第二営業本部長

1965年10月12日生
1988年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

大澤  晶子
おおさわ あきこ

執行役員

委嘱：リスク管理統括部長

1966年 2月17日生
1988年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

大神  哲明
おおがみ てつあき

執行役員

委嘱：関連事業統括部長、 
審議役（総合企画部）

1967年 2月11日生
1989年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

藤正  紀洋
ふじまさ のりひろ

執行役員

委嘱：首都圏営業本部都心法人
職域本部長、 
首都圏営業副本部長、
審議役（法人営業推進部）

1964年 4月28日生
1989年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

馳平  恵三
はせひら けいぞう

執行役員

委嘱：代理店業務部長、 
審議役（金融法人本部）

1966年12月29日生
1990年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

大曽根  千朗
おおそね ちあき

執行役員

委嘱：秘書部長、 
企画総務部長

1967年 6月20日生
1990年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

木村  稔
きむら みのる

執行役員

委嘱：アジア総支配人、 
審議役（海外事業企画部）、
審議役（海外保険事業部）

1967年 7月 6日生
1990年 4月 当社入社
2018年 3月 執行役員（現）

高田  保豊
たかだ やすとよ

執行役員

委嘱：審議役（財務企画部）

男女構成比
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